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連絡先 
健康福祉課健康係 ☏ 52-1116 

健康福祉課からのお知らせ 

Ⅰ 不妊・不育症治療費助成 

少子化対策の一環として、不妊・不育症治療に要する医療費の一部を助成することによ

り、治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に費用助成を行っています。 

保険適用外だった不妊治療が、４月より保険適用になったことに伴い、町の助成内容が

改正になりました。 

【変更後の内容】 

１）助成内容  保険適用外の回を助成 

２）助成回数  ４回（初回申請の治療開始日の年齢が、40歳以上の女性は３回） 

３）助成金額  １回の医療費の 10分の７以内の額で、上限１５万円 

＊ 申請に必要な書類等は、町ホームページ及び健康係でご確認ください） 

Ⅱ 子宮頸がん予防ワクチン接種助成 

子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐことで、将来子宮

頸がんを予防できることが期待されています。中学１～高校１年生の時に接種できなかっ

た方に、キャッチアップ接種として、接種することができます。 

１）対 象 者  次の２つを満たす女性の方 

         ①平成９年４月２日～平成 18年４月１日生まれ 

         ②過去に HPVワクチンの接種を３回終了していない 

＊対象者には、個別通知を送付してあります。 

２）接種回数  1人３回（１回目から３回目まで６ヶ月かかります。） 

３）接種費用  全額公費負担 

４）そ の 他  上記対象者で、任意で接種した方は健康係までご連絡ください。 

 

Ⅲ こどものインフルエンザ助成 

１）対 象 者  西伊豆町に住所のある 18歳までのお子さん 

（平成１６年４月２日以降に生まれたお子さん） 

２）接種期間  令和４年１０月１日～令和５年１月３１日 

３）助 成 額  一人１，５００円（一人につき年度内１回） 

※１，５００円を超える額が自己負担となります。 

４）接種方法  町内医療機関で接種 
 

＊３歳未満(平成 31年４月２日以降に生まれた)のお子さんに、県の助成があります。 

・助成額   １回当たり 上限２,０００円（一人当たり２回まで） 
・申請方法  ２回終了後に、二次元コードからホームページに 

アクセスし申請してください。 
詳しくは、県のホームページでご確認ください。 
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